
令和３年度岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付要領 

 

令和３年５月２０日会長決裁 

令和３年６月２３日改正 

 

（趣旨） 

第１ 新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けている，中小企業者等の経営の

継続の支援及び地域経済の維持を図るため，中小企業等協同組合等が行う新型コロナウイルス

対策事業に要する経費に対し，予算の範囲内で，この要領に定めるところにより助成金を交付

する。 

（用語の定義） 

第２ この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号の定めるところによる。 

(1) 中小企業等協同組合等 

盛岡市に本部（本部が他の市町村に所在する場合は支部等）が所在し，現に活動している

団体で，盛岡市商店街連合会業界団体等運営支援事業助成金の交付申請をしていない団体，

かつ，中小企業等の事業の改善発達等に資する目的を持ち，今後も継続して活動することが

見込まれる，次の団体をいう。 

ア 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に基づく事業協同組合，事業協同

小組合又は企業組合（同法第９条の２第１項第３号の規定による共済事業のみ行う団体を

除く） 

イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条に基づく協業組合又は

商工組合 

ウ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和32年法律第164号）第３条

に基づく生活衛生同業組合 

エ その他岩手県中小企業団体中央会会長（以下「会長」という。）が適当と認める団体 

(2) 新型コロナウイルス対策事業 

中小企業等協同組合等が行う，新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のために行う対

策，感染症対策を講じて実施する事業及び感染症により大きな影響を受けている中小企業者

等の経営の継続を支援する事業及び新型コロナワクチン職域接種事業ほか，会長が適当と認

める事業をいう。 

(3) 組合員 

中小企業基本法（昭和38年法律第 154号）第２条第１項に規定する中小企業者で，盛岡市



に本社等を有し，現に事業を行っている者をいう。  

（助成対象経費及び助成額等） 

第３ 第１に規定する経費は，次表の左欄に掲げる経費とし，これに対する助成額は，同表の当

該右欄に掲げるとおりとする。 

２ 助成金の交付額は，次表の助成対象経費１定額分に対する助成額及び助成対象経費２組合員

数割分に対する助成額の合計額とする。 

助成対象経費 助成額 

１ 定額分 

中小企業等協同組合等が，令和３年４月１日から12

月31日までの間（以下「対象期間」という。）に，新型

コロナウイルス対策事業を実施する場合に要する経費

（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

当該経費は，当該年度に交付の決定を受けた他の補

助金に係るもの及び飲食費を除き，旅費，会議費，謝

金，設備費，工事費，清掃費，販売促進費，車両費，人

件費，借損料，会場整備費，広告宣伝費，通信運搬費，

消耗品費，郵送料，手数料，印刷製本費，委託料，雑

役務費，備品費，団体等の会費，負担金，その他（会

長が特に必要と認める経費に限る）とする。 

予算の範囲内で，中小

企業等協同組合等が対象

期間において支払う，新

型コロナウイルス対策事

業に要する経費に相当す

る額（1,000円未満の端数

は切り捨て。ただし，その

額が10万円を超えるとき

は，10万円を限度とす

る。） 

２ 組合員数割分 

中小企業等協同組合等（中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和32年法律第185号）第５条の７第１項に規

定する事業の全部を行う協業組合及び組合員がいない

団体を除く）が，対象期間に，新型コロナウイルス対

策事業を実施する場合に要する経費（消費税及び地方

消費税相当額を除く。） 

当該経費は，当該年度に交付の決定を受けた他の補

助金に係るもの及び飲食費を除き，旅費，会議費，謝

金，設備費，工事費，清掃費，販売促進費，車両費，人

件費，借損料，会場整備費，広告宣伝費，通信運搬費，

消耗品費，郵送料，手数料，印刷製本費，委託料，雑

予算の範囲内で，中小

企業等協同組合等（第２

(1)アからエに掲げる団

体のうち，中小企業団体

の組織に関する法律（昭

和32年法律第185号）第５

条の７第１項に規定する

事業の全部を行う協業組

合及び組合員がいない団

体を除く）が対象期間に

おいて支払う，新型コロ

ナウイルス対策事業に要



 

（助成金の交付の申請） 

第４ この要領に規定する助成金の交付の申請は，令和３年11月30日までに，岩手県中小企業団

体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付申請書（様式第１号）に別表第１に定める書類を

添えて行なわせるものとする。 

（助成金の交付の決定） 

第５ 会長は，前条の規定により交付申請書の提出があった場合には，この要領に規定するとこ

ろに従い，これを審査し，助成金の交付を適当と認めるときは，助成金の交付を決定するとと

もに，岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付決定通知書（様式第２号）

により申請者に対して交付決定の通知を行うものとする。 

２ 会長は，助成金を交付しないことを決定したときは，速やかにその決定の内容を岩手県中小

企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者

に通知するものとする。 

（完了の報告及び助成金の請求） 

第６ 第５第１項の通知を受け助成事業を行う者（以下「助成事業者」という。）は，助成事業が  

完了したとき（助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は，完了の報告と助成金の請求を 

行うものとし，当該完了報告及びこの要領に規定する助成金の請求は，令和４年１月31日まで  

に，岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金完了報告書兼請求書（様式第３ 

号）及び別表第２に定める書類を添えて行わせるものとする。 

（前金払） 

第７ 会長は，必要があると認めたときは，助成金の全部又は一部を前金払することがある。 

役務費，備品費，団体等の会費，負担金，その他（会

長が特に必要と認める経費に限る）とする。 

する経費に相当する額

（1,000円未満の端数は

切り捨て。ただし，その額

が，助成金申請日時点に

おいて当該中小企業等協

同組合等に所属する組合

員の数に20,000円を乗じ

た額（90万円を限度とす

る。以下「組合員数割限度

額」という。）を超えると

きは，組合員数割限度額

を限度とする。） 



２ 助成事業者は，前項の規定による助成金の前金払を受けようとするときは，岩手県中小企業

団体中央会業界団体等運営支援事業助成金前金払請求書（様式第４号）に別表第３で定める書

類を添えて，会長に提出しなければならない。 

（助成金の交付の条件） 

第８ 会長は，助成金の交付の決定をする場合において，次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 助成事業の内容の変更をする場合には，会長の承認を受けること。ただし，次に掲げる場   

合を除く。 

ア 交付目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場 

 合 

イ 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付申請者の自由な創意により計画変更   

を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

ウ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合 

(2) 助成事業を中止し，又は廃止する場合には，会長の承認を受けること。 

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難になった場合には，

会長に報告してその指示を受けること。 

２ 会長は，助成事業の完了により助成事業者に相当の収益が生じると認められる場合において

は，当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り，その交付した助成金の全部又は一部に相

当する金額を中央会に納付すべき旨の条件を付することがある。 

３ 会長は，前２項に規定するもののほか助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは，

条件を付することがある。 

（助成金の交付の申請の取下げ） 

第９ 申請者は，第５第２項の規定による通知を受領した場合において，当該通知に係る助成金

の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり，当該申請を取り下げようとすると

きは，当該通知を受け取った日から起算して７日以内に岩手県中小企業団体中央会業界団体等

運営支援事業助成金申請取下書（様式第６号）を会長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る助成金の交付の決定は，な

かったものとみなす。 

（助成事業の内容の変更等の承認の申請） 

第10 助成事業者は，第８第１項第１号の承認を受けようとするときは，岩手県中小企業団体中

央会業界団体等運営支援事業変更承認申請書（様式第７号）を会長に提出しなければならない。 

２ 助成事業者は，第８第１項第２号の承認を受けようとするときは，岩手県中小企業団体中央

会業界団体等運営支援事業中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を会長に提出しなければな



らない。 

３ 会長は，前２項の規定による申請書の提出があったときは，その内容を審査し，第８第１項

第１号の承認をしたときは岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業変更承認通知

書（様式第９号）により，第８第１項第２号の承認をしたときは岩手県中小企業団体中央会業

界団体等運営支援事業中止（廃止）承認通知書（様式第10号）により，当該申請書を提出した

者に通知するものとする。 

（決定の変更） 

第11 会長は，第８第１号又は第２号の承認をした場合において，助成事業の内容の変更又は助

成事業の中止若しくは廃止に伴い助成金の交付の決定の変更を要するときは，当該変更を行い，

その内容を岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付決定変更通知書（様

式第11号）により当該変更に係る助成事業者に通知するものとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第12 会長は，助成金の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更により特別の必要

が生じたときは，助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，又はその決定の内容若

しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし，助成事業のうち既に経過した期間に

係る部分については，この限りでない。 

２ 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことがある場合は，次の各号のいずれかに

該当する場合とする。 

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合 

(2) 助成事業者が助成事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができな

いこと，助成事業に要する経費のうち助成金によって賄われる部分以外の部分を負担するこ

とができないことその他の理由により助成事業を遂行することができない場合 

３ 会長は，第１項の規定により助成金の交付の決定の取消し等を行ったときは，その内容を岩

手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付決定取消等通知書（様式第12号）

により当該取消し等に係る助成事業者に通知するものとする。 

（助成事業の遂行） 

第13 助成事業者は，この要領の規定，助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに

会長がこの要領に基づいてする指示に従い，善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなけ

ればならない。 

（助成事業遂行の指示） 

第14 会長は，助成事業者が助成事業を助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従っ



て遂行していないと認めたときは，その者に対し，これらに従って当該助成事業を遂行すべき

ことを指示するものとする。 

２ 会長は，助成事業者が前項の指示に従わないときは，その者に対し，当該助成事業の遂行の

一時停止を命ずることがある。 

（助成金の額の確定） 

第15 会長は，第６の規定による報告があったときは，当該報告に係る書類を審査し，及び必要

な現地調査等を行い，当該報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき助成金の額を確定し，岩手県中小企業団体

中央会業界団体等運営支援事業助成金額確定通知書（様式第13号）により，当該助成事業者に

通知するものとする。 

２ 前項の通知は，第５第１項で通知している交付決定額と確定額が相違する場合のみ行うもの

とする。 

（是正のための措置） 

第16 会長は，第６の規定による報告があった場合において，当該助成事業の成果が助成金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは，これに適合させるための

措置をとるべきことを助成事業者に対して指示するものとする。 

２ 助成事業者は，前項の指示に従って措置したときは，その結果を会長に報告しなければなら

ない。 

（助成金の交付） 

第17 会長は，第15第１項の額の確定を行った後，助成金を交付する。 

（条件違反等の場合の交付決定の取消し） 

第18 会長は，助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは，助成金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことがある。 

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第２項の規定に基づいて盛岡市長が行う調査

を妨げ，又は同項の規定に基づいて盛岡市長が求める報告を拒んだとき。 

(2) 第８の規定により付した条件に違反したとき。 

(3) 第14第１項又は第16第１項の規定による会長の指示に従わなかったとき。 

(4) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

２ 会長は，前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは，岩手県

中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金交付決定取消通知書（様式第14号）により

当該取消しに係る助成事業者に通知するものとする。 



３ 第１項の規定は，助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用

があるものとする。 

（助成金の返還） 

第19 会長は，第11の規定により助成金の交付の決定の変更があった場合又は第12第１項若しく

は前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において，助成事業の当該変更又は

取消しに係る部分に関し，既に助成金が交付されているときは，当該変更又は取消しに係る助

成事業者に対し，岩手県中小企業団体中央会業界団体等運営支援事業助成金返還命令書（様式

第15号）により，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

２ 会長は，助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において，既にその額を超える

助成金が交付されているときは，当該助成事業者に対し，期限を定めて，その返還を命ずるも

のとする。 

３ 会長は，やむを得ない事情があると認めたときは，第１項の助成金の返還に係る納期日を延

長することができる。 

（財産の処分の制限） 

第20 助成事業者は，助成事業により取得し，又は効用の増加した財産（単価50万円以上のもの）

で次に掲げるものを，会長の承認を受けないで，助成金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，

交換し，貸し付け，又は担保に供してはならない。ただし，助成金の交付の目的及び当該財産

の耐用年数を勘案して会長が別に定める期間を経過した場合は，この限りでない。 

(1) 不動産及びその従物 

(2) 機械及び重要な器具で会長が指定するもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか，会長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると

認めて指定するもの 

２ 助成事業者は，前項の承認を受けようとする場合は，岩手県中小企業団体中央会業界団体等

運営支援事業財産処分承認申請書（様式第16号）を会長に提出しなければならない。 

３ 会長は，第１項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸

し付け，又は担保に供することを承認しようとするときは，その交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額の返還を助成事業者に命ずることがある。 

（加算金及び延滞金） 

第21 助成事業者は，第18第１項の規定により助成金の交付の決定を取り消され，前条第１項の

規定によりその返還を命ぜられたときは，返還すべき助成金の金額につき，当該助成金の受領

の日から納付の日までの日数に応じ，年10.95パーセントの割合で計算した加算金を中央会に

納付しなければならない。 



２ 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については，返還

を命ぜられた額に相当する助成金は，最後の受領の日に受領したものとし，当該返還を命ぜら

れた額がその日に受領した額を超えるときは，当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り

それぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において，助成事業者の納付した

金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは，その納付金額は，まず当該返還を命ぜら

れた助成金の額に充てられたものとする。 

４ 助成事業者は，助成金の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかったときは，納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で

計算した延滞金を中央会に納付しなければならない。 

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において，返還を命ぜられた助成金

の未納付額の一部が納付されたときは，当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の

基礎となるべき未納付額は，その納付金額を控除した額によるものとする。 

６ 会長は，第１項又は第４項の場合において，やむを得ない事情があると認めたときは，加算

金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。 

（理由の提示） 

第22 会長は，第14第１項若しくは第16第１項の規定による指示，第14第２項の規定による命令

又は第12第１項若しくは第18第１項の規定による取消しをするときは，当該助成事業者に対し

てその理由を示すものとする。 

（関係書類等の整備等） 

第23 助成事業者は，助成事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類，帳簿等を整備し，

当該助成金の交付が決定された日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保存しな

ければならない。 

（補則） 

第24 この要領に定めるもののほか，必要な事項は会長が定める。  

 

附 則（令和３年６月２３日改正） 

この要領は，令和３年６月２３日から施行し，改正後の岩手県中小企業団体中央会業界団体等

運営支援事業助成金交付要領の規定は，令和３年４月１日から適用するものとする。 

 

 

 



別表第１（第４関係）  

 提出書類 部数  

・団体の概要がわかる書類 

・組合員等の名簿（写し） 

・その他会長が必要と認める書類 

１部 

別表第２（第６関係）  

 提出書類 部数  

・新型コロナウイルス対策事業に要した経費の領収書（写し） 

・その他会長が必要と認める書類 

１部 

別表第３（第７関係） 

 提出書類 部数  

・新型コロナウイルス対策事業に要した経費の領収書（写し） 

・その他会長が必要と認める書類 

１部 

 


